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はじめに

　国際取引において課税管轄が統一されていないと���課税����課���課税����課��課税����課����課���課

税のような課税の�均衡や国際的租税回避といった問題が生じる�消費税�消費税消費税

（付加価値税）の課税管轄地の判定基準には原産地原則と仕向地原則があ

り��の����一方を��する�と�統一的な課税��が形成される���の����一方を��する�と�統一的な課税��が形成される��の����一方を��する�と�統一的な課税��が形成される��

し�し�国境を越える役務提供に対する課税原則は��し�統一されてい�国境を越える役務提供に対する課税原則は��し�統一されてい国境を越える役務提供に対する課税原則は��し�統一されてい

ない���は�仕向地原則による課税を基本としなが�����的に原産���は�仕向地原則による課税を基本としなが�����的に原産��は�仕向地原則による課税を基本としなが�����的に原産�仕向地原則による課税を基本としなが�����的に原産仕向地原則による課税を基本としなが�����的に原産���的に原産��的に原産

地原則が��されている�����生じる課税の�均衡は�消費地国の税�����生じる課税の�均衡は�消費地国の税����生じる課税の�均衡は�消費地国の税�消費地国の税消費地国の税

収を削減する�とや��消費地における課税�という消費税の基本的な���消費地における課税�という消費税の基本的な��消費地における課税�という消費税の基本的な�

旨に反する結果となる��

　国際取引�特に国境を越えて役務提供が�われる���消費税の課税問�特に国境を越えて役務提供が�われる���消費税の課税問特に国境を越えて役務提供が�われる���消費税の課税問�消費税の課税問消費税の課税問

題が生じる�とは�消費税導入��より��されていた�その��の中��消費税導入��より��されていた�その��の中�消費税導入��より��されていた�その��の中��その��の中�その��の中�

は�非居住者による消費税の徴収・納付の���の�さと�税�の��を�非居住者による消費税の徴収・納付の���の�さと�税�の��を非居住者による消費税の徴収・納付の���の�さと�税�の��を�税�の��を税�の��を

利�した課税取引の捕捉の困難さに�する�の�あった�し�し��の問�し�し��の問し�し��の問��の問�の問

題に対する研究は�れま�十�になされてきたとは言えない�それは���それは��それは�����

日のように役務提供の形態が多様�な�ったため�その���が十�に��その���が十�に�その���が十�に�

置づけ�れていな�った��だと思われる��

　国境を越える役務提供に�する問題は��うした役務提供が税�の����うした役務提供が税�の���うした役務提供が税�の��

を利��きないため�課税�れが生じるという�とだけ�はない��し�課税�れが生じるという�とだけ�はない��し課税�れが生じるという�とだけ�はない��し��し�し

ろ�国境を越える役務提供において�各国��課税制度の整��が��れ�国境を越える役務提供において�各国��課税制度の整��が��れ国境を越える役務提供において�各国��課税制度の整��が��れ�各国��課税制度の整��が��れ各国��課税制度の整��が��れ

ていないという点に�より�い問題が��する�付加価値税を��する国�より�い問題が��する�付加価値税を��する国より�い問題が��する�付加価値税を��する国�付加価値税を��する国付加価値税を��する国

�は��消費地における課税�という消費税の課税��に�って仕向地原��消費地における課税�という消費税の課税��に�って仕向地原�消費地における課税�という消費税の課税��に�って仕向地原

則を基準としている�し�し�役務提供は多様�あるため��産の��や�し�し�役務提供は多様�あるため��産の��やし�し�役務提供は多様�あるため��産の��や�役務提供は多様�あるため��産の��や役務提供は多様�あるため��産の��や��産の��や�産の��や

貸付けと同じように�仕向地原則�課税管轄地を判定する�とが困難な��仕向地原則�課税管轄地を判定する�とが困難な�仕向地原則�課税管轄地を判定する�とが困難な�

�が生じる�そのため�役務提供に�いては仕向地原則による課税と原産�そのため�役務提供に�いては仕向地原則による課税と原産そのため�役務提供に�いては仕向地原則による課税と原産�役務提供に�いては仕向地原則による課税と原産役務提供に�いては仕向地原則による課税と原産
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地原則による課税が併�する�とになる��うした併�は���課税や���うした併�は���課税や��うした併�は���課税や����課税や���課税や�

課税�租税回避といった課税問題に�ながる��租税回避といった課税問題に�ながる�租税回避といった課税問題に�ながる��

　本�文�は�国際的な役務提供の課税管轄に�する問題を��するため�国際的な役務提供の課税管轄に�する問題を��するため国際的な役務提供の課税管轄に�する問題を��するため

に�付加価値税��国�あるEUの��や判�を��し�日本の消費税に�付加価値税��国�あるEUの��や判�を��し�日本の消費税に付加価値税��国�あるEUの��や判�を��し�日本の消費税に�日本の消費税に日本の消費税に

おける役務提供に対する課税のあり方を研究する��

第１章　付加価値税と国際取引

第１節　付加価値税制度の特徴と国境税調整

　付加価値税は�������における各���取引を�う��者が�る�������における各���取引を�う��者が�る������における各���取引を�う��者が�る

付加価値に対して課税を�う仕組み�ある��れは��上���仕入�を��れは��上���仕入�を�れは��上���仕入�を��上���仕入�を�上���仕入�を

控除した付加価値��を課税標準とする課税方法�ある��れにより課税��れにより課税�れにより課税

の�複を避ける�とが�き�取引の各���生じる税��の��を�除��取引の各���生じる税��の��を�除�取引の各���生じる税��の��を�除�

きる�し�し�国境を越えて取引が�われる��には�付加価値税課税が�し�し�国境を越えて取引が�われる��には�付加価値税課税がし�し�国境を越えて取引が�われる��には�付加価値税課税が�国境を越えて取引が�われる��には�付加価値税課税が国境を越えて取引が�われる��には�付加価値税課税が�付加価値税課税が付加価値税課税が

�切に�え��課税が�複する���がある��まり���の��国と��課税が�複する���がある��まり���の��国と�課税が�複する���がある��まり���の��国と���まり���の��国と��まり���の��国と����の��国と���の��国と�

入国の両方�課税される�とが考え�れるの�ある�そ����のような�そ����のようなそ����のような��のような�のような

課税の�複を�除するために����の調整が��となる�また�付加価����の調整が��となる�また�付加価���の調整が��となる�また�付加価�また�付加価また�付加価�付加価付加価

値税制度�は各取引���課税が�われるため�前��ま�の課税が���前��ま�の課税が��前��ま�の課税が��

している��うした課税の��を�除するためには�前��税�控除を���うした課税の��を�除するためには�前��税�控除を��うした課税の��を�除するためには�前��税�控除を��前��税�控除を�前��税�控除を�

う��がある���およ��入を���取引が��的に�われる��に���およ��入を���取引が��的に�われる��に��およ��入を���取引が��的に�われる��に

��課税の��を�除するために�����前��税�控除を�わなけれ�課税の��を�除するために�����前��税�控除を�わなけれ課税の��を�除するために�����前��税�控除を�わなけれ�����前��税�控除を�わなけれ����前��税�控除を�わなけれ

ばな�ない��

　国家�において�付加価値税課税の�複を�除し��課税を��さ�る�付加価値税課税の�複を�除し��課税を��さ�る付加価値税課税の�複を�除し��課税を��さ�る

ためには�課税調整が���ある��の課税調整を国境税調整（��r�er�課税調整が���ある��の課税調整を国境税調整（��r�er課税調整が���ある��の課税調整を国境税調整（��r�er��の課税調整を国境税調整（��r�er�の課税調整を国境税調整（��r�er 

tax a�justment）と言う����消費税の国境税調整に�する��の課税����消費税の国境税調整に�する��の課税���消費税の国境税調整に�する��の課税�消費税の国境税調整に�する��の課税消費税の国境税調整に�する��の課税

原則を�示する��
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第２節　課税原則

１�原�地原則�原�地原則原�地原則

　原産地原則（�rigin principle）は��産の生産・��地を課税管轄地��産の生産・��地を課税管轄地�産の生産・��地を課税管轄地

とする原則�ある�したがって���される��には�国�取引と同様�したがって���される��には�国�取引と同様したがって���される��には�国�取引と同様���される��には�国�取引と同様��される��には�国�取引と同様�国�取引と同様国�取引と同様

に�付加価値税が課税されるが��入される��には課税されない�原産�付加価値税が課税されるが��入される��には課税されない�原産付加価値税が課税されるが��入される��には課税されない�原産��入される��には課税されない�原産�入される��には課税されない�原産�原産原産

地原則�は���に�する国境税調整が��となるため��務的に������に�する国境税調整が��となるため��務的に�����に�する国境税調整が��となるため��務的に�����務的に����務的に���

あるという利点がある�し�し���国と�入国の��税�が�なると��し�し���国と�入国の��税�が�なると�し�し���国と�入国の��税�が�なると����国と�入国の��税�が�なると���国と�入国の��税�が�なると��

�然�付加価値税���なるため�������取引価�の��が��に�付加価値税���なるため�������取引価�の��が��に付加価値税���なるため�������取引価�の��が��に�������取引価�の��が��に������取引価�の��が��に

なるという問題が生じる�また�������される��の���その��また�������される��の���その�また�������される��の���その��������される��の���その�������される��の���その��その�その�

��の����の付加価値に対する課税は��国��われ���り・小����り・小���り・小�

��の付加価値に対する課税は�その���の�入国��われる�とにな�その���の�入国��われる�とになその���の�入国��われる�とにな

る��のため���の��税�が��する�の��と�なるという点�問��のため���の��税�が��する�の��と�なるという点�問�のため���の��税�が��する�の��と�なるという点�問���の��税�が��する�の��と�なるという点�問��の��税�が��する�の��と�なるという点�問

題�ある1））�

２���地原則���地原則��地原則

　仕向地原則（�estinati�n principle）は��産の消費地を課税管轄地と��産の消費地を課税管轄地と�産の消費地を課税管轄地と

する原則�ある�したがって���は仕向地�ある�入国��課税される�したがって���は仕向地�ある�入国��課税されるしたがって���は仕向地�ある�入国��課税される���は仕向地�ある�入国��課税される��は仕向地�ある�入国��課税される

ため���国��は国境税調整によって�税とされる�仕向地原則による���国��は国境税調整によって�税とされる�仕向地原則による��国��は国境税調整によって�税とされる�仕向地原則による�仕向地原則による仕向地原則による

課税は�消費税は消費が�われる�所�課されるべき�ある�という��

��導�れる�然的な方法�ある2））��まり仕向地原則の利点は�消費税�まり仕向地原則の利点は�消費税�消費税消費税

の課税の基本的な考え方に即した課税を�う�とが�きるという点にあ

る�ただし���方式による付加価値税�定の��には����税として�ただし���方式による付加価値税�定の��には����税としてただし���方式による付加価値税�定の��には����税として���方式による付加価値税�定の��には����税として��方式による付加価値税�定の��には����税として����税として���税として

認め�れる税�が正確に�定されないという問題がある3））��まり����まり��������

方式による付加価値税制度�は�取引の���が���ないため�前���取引の���が���ないため�前��取引の���が���ないため�前���前��前��

の税�に等しい金�が控除されるとは限�ないの�ある��
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第３節　各国における課税管轄地の判定

　�のように�原産地原則と仕向地原則にはそれぞれ利点と欠点がある�

図1-1は�各国の課税管轄地の判定に�する課税原則の取扱いを表してい

る�各国の課税管轄の規定には�多少の表�の違いはある�のの�課税管

轄地の判定基準は消費者が��やサービスの供給4）を受けた�所を課税管

轄地とする�の（仕向地原則）と�供給者の�務所等の所�地を課税管轄

地とする�の（原産地原則）とに�類する�とが�きる��の����各

国における��の供給地は�仕向地原則�判定されている�とがわ�

る5）��れに対して�サービスの供給地は原産地原則�判定されている国

図1-1　付加価値税制度における課税管轄地の判定基準の原則

� 所：V. J�hn, 2004, Tolley’s VAT in Europe, COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC 
of 28 November 2006 on the common system of value added tax, The Irish Revenue 
C�mmissi�ners, 2003, Inlan� Revenue Auth�rity �f Singap�re, 2004, 英国歳入�庁（HM 
Revenue & Cust�ms）WEBサ イ ト� オ ラ ン ダ � 務 省 国 税 庁（De Belasting�ienst）
WEBサイト�オーストリア�務省（Bun�esministerium fuer Finanzen ）WEBサイト�
オーストラリア国税庁（Australian Taxati�n Office）WEBサイトより�成�
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が多い6）��消費税は消費地において課税する�という消費税の課税原則に

�うな�ば�課税管轄地は仕向地原則�判定されるべき�ある�し�し�

��は多くの国において原産地原則と仕向地原則の双方が��し�課税管

轄地の判定基準となる課税原則が統一されていない7）�

第４節　小　括

１���地原則の生成

　仕向地原則の特徴は�第２節�述べたように��入�に対する課税と�

��に対する�税（国境税調整）が�われる�と�ある��入�に対する

課税の起源は�1936年のアメリカ�衆国とカナダとの�の互恵��協定

（Recipr�cal Tra�e Agreement �etween the Unite� States an� 

Cana�a, Article V）�あると言われている��の協定により�国�の�

�に対する課税を超えて�入�に課税をしてはな�ないという原則が成立

した��の協定の影響を受けて���の仕向地原則の国際的な根拠とされ

るGATT（�税およ�貿易に�する一般協定；General Agreement �n 

Tariffs an� Tra�e）の規定（第２条第２項8）およ�第３条第２項9））�形

成されたと言われている10）�

　一方����に対する�税は�1920年代�降フランスにおける取引�税

において認め�れた�の�あると言われる����フランスが���税を

採�したのは�課税権の調整のためというより����の奨励によって�

第１次世界大戦による�況��の脱却を目���いたためと考え�れる�

し�し��のような���税はダンピング�あると批判され�貿易相手国

に報復�税を課��れる結果となった��のように���は���税が国

際的に承認されてはいな�ったが�そ�に国境税調整の起源を見る�とが

�きる11）�

　その後�EEC（欧州経済共同�；Eur�pean Ec�n�mic C�mmunity）�

付加価値税の採�が勧告されるとと�に��接税の国境税調整が容認され�
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EEC設立条約（Treaty esta�lishing the Eur�pean Ec�n�mic C�mmunity）

に規定された�

２�国際基準としての��地原則

　EEC条約に規定されている国境税調整は�GATTの規定をモデルとし

ている�それは���に対する�税を認める協定の成立が�1955年の

GATTにおける補助金規定12）の採�に始まる���ある��れは�EEC

条約がGATTの国境税調整を国際的な原則と認めた�とを意味するが�

国際法上の原則として強制される�の�はない�し�し�仕向地原則を課

税原則とすれば�国際�争の中立�を維持する�とが�きるため��れ

は�消費税の課税の��に一致していると言える�

　国際�争の中立�とは�国際取引の発展において国際的に��する��

の����一方が�課税上�利に扱われる�とがないようにしなければな

�ないという�と�ある��れを忠�に遂�するな�ば�国産��あって

��入��あって��購入�に等しい税が課されなければな�ない�し�

し�税�が�なる国同士�原産地原則による課税を�う���同一��の

価�がそれぞれの国��なるという問題が生じる�原産地原則�は���

�は原産地（��国）�課税された後に��入国の市���買される�し

たがって���国の税�が�入国より�（�）ければ��入国���れる

�入�は国産�より�安（�）くなり�国際�争の中立�を損ねてしま

う��うした�と���国際�争の中立�を維持するためには仕向地原則

が有効�あるとされ�また�消費税の課税の��は消費者によってなされ

るべき�ある�13）という������仕向地原則が消費税の課税原則とし

て導�れるの�ある�付加価値税制度を��する国の多くが�課税管轄地

の判定に際して仕向地原則を採�している�とには��うした�由があ

る�
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第２章　役務提供に対する課税とその問題点

第１節　経済的背景

　1990年�降�国際経済は平均�約3.1％と�安定した成長を�けている�

経済の発展に伴い���国を中�に�経済活動の�点が第三次産�へと移

る�象が見�れる�第三次産�がGDPに占める割�は�日本�は65％を

超えており���諸国����60％を超えている14）�国際化の�展に伴

い��後�サービス産�の更なる発展が予想され�その経済活動を対象と

する税制��その発展にあわ�た対応が��避となるだろう�特に�無形

���あるサービス（後述の�役務�）の国際取引に対する消費税課税

は��来の枠組み�は捉えきれなくなっている�そのため��うした国際

取引に対する課税�れが生じる���が�まっており�その対応の研究が

急務となる�そ��本章�は�日本の消費税法における役務提供への課税

の��を課税管轄地の判定基準を中�に�じ�そ���生じる課税問題を

考察する�

第２節　消費税法における役務の提供地

１�定　義

　本�文�使�する�消費税�とは�付加価値税の�質を持�多��一般

消費税の�とを�し��の仕組みを持�日本の�消費税�やEU諸国の

�付加価値税�を�す�

　経済学�は�人�の欲望を充足さ�る�のを��・サービス�という�

有形物が����あり�無形物が�サービス��ある�したがって�サー

ビスには�役務�だけ�なく�無形�産���まれる�EU諸国の付加価

値税法におけるサービス（services）�また�役務だけ�はなく無形�産

を��（第１章第３節の注４参照）�し�し�消費税法における�役務�
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は�経済学�言うと�ろの�サービス�とは意味�いが�なる�消費税法

は役務に�いて明確に定義していないが�課税対象となる取引を��産の

������産の貸付け���役務の提供�に三�類している15）��産の貸付

けとは��産に��る権利の設定その���の者に�産を使�さ�る一切

の�為を��（消費税法第２条第２項）���のように�消費税法における

�役務�は�サービス�と同義�はない�消費税法�は��役務の提供�

と�一般にサービスとされる�無形�産の貸付け（�産の貸付け）�を個

別に規定している�本�文が対象とする�役務�は消費税法における�役

務�と同義�あり�一般にサービスとされる�の（�えば�WTO�定義

されるサービス）のう��特許権や工�権な�の無形�産の貸付けを�ま

ない�

　日本の消費税法における課税対象は�国�取引に�いては国�の��者

が�った�産の��等�あり16）��入取引に�いては保税地域��引き取

�れる外国貨物�ある17）�本�文�は��れ�の課税対象となる�件のう

��国�取引の判定に注目する�

　国�における�産の��等は���の基準�判定される���産の��

およ�貸付け�に�いては�その����または貸付け�に�その�産が

所�していた�所�あり18）��役務の提供�に�いては�その役務提供が

�われた�所�ある19）��れ�の�所が国��ある��に�消費税が課税

される�ただし��の判定は原則�あり�それぞれに��外�が��す

る�

２�役務の提供地

　役務提供が国���われた��う�は�原則としてその役務提供が�わ

れた�所�判定をする�し�し�消費税法���第６条第２項第１号��

第７号に規定する役務提供に�いては�それぞれに定める�所�国�取引

��う�の判定をする�表2-1は役務の提供地の判定基準の�外を一覧に



国境を越える役務提供に対する消費課税の研究　 55

した�の�ある�表に掲げるそれぞれの�所が国�にある���その役務

提供は国�取引に該�する20）�

表2-1　役務の提供地の判定基準の例外

役務の種類 判定基準
国際�送 �発地�発送地または到着地
国際�信 発信地または受信地
国際郵便 差�地または配達地
保険21） 保険��者の�務所等の所�地

情報の提供または設計
情報提供者または設計者の�務所等の
所�地

生産設備等22）の建設または��
生産設備等の建設または��に��な
�材の大��が調達される�所

上記�外の役務の提供�その役務の提
供が�われた�所が明���ない�の

役務の提供者の�務所等23）の所�地

�所：消費税法���第６条第２項第１号��第７号より�成�

第３節　役務の提供地の判定基準と課税原則

　役務の提供地は原則として�その役務提供が�われた�所�判定される

の��仕向地原則を判定基準としている��外として規定される国際�

送�国際�信�国際郵便に�いては��発地�発送地�発信地�差�地�

判定する��は原産地原則に基づき�到着地�受信地�配達地�判定する

��は仕向地原則に基づいている24）�保険�情報の提供または設計�生産

設備等の建設または���その�の役務の提供��その提供が�われた�

所が明���ない�のに�いては�原産地原則を判定基準としている��

のように�提供者の所�地が�視されるのは�役務提供を個別的に把握す

る�とが国際取引においては困難なため�物�的�設のある��者にのみ

課税を�うという�由���ある�
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第４節　国境を越える役務提供の形態と課税上の問題点

　�のように�役務の提供地に�いて�原則�は仕向地原則による判定基

準を採�している�のの��外的に原産地原則と仕向地原則の双方が��

している�国�取引�あれば�課税��が国���結するため��うした

�とは問題とな�ない�し�し�国境を越える取引（国際取引）において

は��れは課税上の問題を生じる�

　表2-2は�国境を越える役務提供を�その�質ごとに�類した�の�あ

る25）�����越境取引���国外消費�����拠点���労働移動�という

�類に基づき�具��を挙げて�取引の詳細と課税の���そして問題点

を明��にしていく����は�取引相手国が仕向地原則による付加価値

税制度を採�している�とを前提とする�

１�越境取引

　越境取引とは�役務その�のが越境する取引�ある��役務の提供者�

と�役務提供を受ける者�（����提供者�と�消費者�）が�それぞれ

の居住地に所�したまま取引を�う����は�海外�住の税�士��電

話�税務アドバイスを受ける��を想定し�課税問題を考える�

　消費税法の課税対象となるのは国�取引なの��役務提供が国���わ

れた��う�が��となる�ま��消費者の所�する国が日本�ある��

を考える�役務の提供地の判定基準の原則は�その役務提供が�われた�

所�ある�し�し�税務サービスは情報の提供にあたるため��外規定に

よって�情報提供者の�務所等の所�地�判定される26）��れは�原産地

原則の考え方�ある��の判定基準�は�提供者の�務所の所�地は日本

国外�あるため�日本の課税は受け��役務提供国�の課税となる��の

���消費者が日本国��税務サービスを受けたに���わ���役務提

供が�われた�所（日本）�課税されない�とになる��れは消費が�わ
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れる�所�課税されるべき�あるという消費税の課税原則に反しており�

�際の消費地（本来な��課税管轄権が及ぶ�所）において消費税収入を

確保�きないという�とになる�さ�に�国�の��者に比べて�国外の

��者が消費税�だけ優�に立�という点��課税中立�を損なう�とに

なる27）�また�国際取引に対する消費税の課税は税�の��に大きく依�

しているが��産の��の国際取引の��とは�なり�税�のようなチェ

ックポイントを持たない�そのため�国境を越える役務提供においては�

その取引の捕捉が困難となり�課税�れが生じるおそれがある�

　次に�消費者が国外に所�し�提供者が日本に所�する��を考える�

税務サービスを情報の提供とすると�その提供地の判定は情報提供者の�

務所等の所�地�ある�情報提供者の�務所の所�地は日本�あるため�

�れは国�取引�あり�消費税の課税対象となる�し�し��の��は�

��税の��を受ける�とが�きるため��産の��と�わ�ない取引が

���ある28）�

２�国外消費

　国外消費とは�消費者が越境する取引�ある��まり�消費者が提供者

の居住地国に移動し�そ��役務提供を受ける�と�ある��えば�観光

客や海外�張者による�地消費が�れにあたる��の��の課税��は�

��の�り明白�ある�国外��来た消費者に対する役務提供は国�取引

に該�し�日本の消費税法により�消費税が課税される�国�の役務提供

によって直接便益を享受した��（�えば�飲食サービスや宿泊サービ

ス）����税は��されないため29）��の消費者が日本を�国する際に

消費税の還付を受ける�とは�きない�

　次に�役務提供国が国外の��に�いて考える�日本国�に居住する消

費者が�提供者の所�する役務提供国へ移動し役務提供を受ける��の�

の課税��は�役務提供国の付加価値税が課されて�結する��のよう
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に�国外消費の��においては�役務の提供地�課税が�われているた

め�課税管轄に�する問題は生じないと考え�れる�

３�商業拠点

　��拠点とは�提供者が消費者の居住地に所�する��拠点を�じて役

務提供を�う取引�ある��えば�国外に本�がある保険��（非居住

者）が日本に所�する��拠点を�じて保険�務を�う��が考え�れ

る��の��の役務は�保険�務に��る�務手数料�ある��の役務提

供は明��に国�取引�あるため�課税に�して��問題は生じないよう

に思われる�し�し�提供地の判定に�して問題が生じるおそれがある�

�常の役務の提供地はその役務が�われた�所�あるが��外��役務の

提供地を�務所等の所�地とする�のがある�保険サービス���の�外

にあたる�原産地原則によって提供地が判定される役務提供に�いては�

�務所等の所�地が国外�あるときには日本の課税管轄権は及ばない�日

本の消費税法においては��を�って�務所等とする�という明確な判断

基準がないため��日本に所�する��拠点は��務所等�はない�と主

張する�とは���ある�し�し���拠点を�じて役務を提供している

のは���あるため�その拠点は�務所等に該�すると考えるのが自然�

ある30）�そのため�仕向地原則�原産地原則を採るい�れの役務提供に�

いて��日本における課税管轄権は守�れると考え�れる�

４�労働移動

　労働移動とは�自然人�ある提供者が�消費者の居所地へ移動して役務

提供を�う取引�ある��えば�海外アーティストの来日公演がそれにあ

たる�日本に居住する消費者が国外のアーティストを招聘し�公演を催す

��の課税��を考える��の��の役務提供は明��に国��あり�役

務の提供地は仕向地原則に�って日本と判定�きるため�日本の消費税法
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が��される�逆の��は�役務提供がされた国外が提供地となるため�

日本の消費税法の効力は及ば��役務の提供地�の課税を受ける�ととな

る�また�提供者が国外の消費国において直接役務を提供しているため�

日本��役務を��しているとは考え�れない�そのため�日本における

課税対象取引とは考え�れ�����税の規定���されない�労働移動

の���役務の提供地は明確に判断�きるため�課税管轄に�する問題は

生じない�し�し�国外の提供者（非居住者）が日本�役務提供を�う

��日本の消費税の申告納付義務を履�する���はきわめて�いため�

課税�れや�納付といった�税務執�上の問題が生じる�

表2-2　国境を越える役務提供の４態様

態様 �容 � イメージ�

越境取引
役務の越境
ある国の領域���の国
の領域への役務提供

海外�住の税�士
��電話�税務ア
ドバイスを受ける

国外消費

消費者の越境
ある国の領域における�
の国の消費者への役務提
供

観光客や海外�張
者による�地消費

��拠点

��拠点の越境
ある国の役務提供者によ
る�の国の領域における
��拠点を�じた役務提
供

海外の�地法人が
提供する保険サー
ビス

労働移動

提供者（自然人）の越境
ある国の役務提供者によ
る�の国の領域�におけ
る自然人を�じての役務
提供

海外アーティスト
の招聘によるコン
サート

�所：経済産�省��政策局編『2007年版�公正貿易報告書』より加筆修正

役務提供者消費者
▲ ●

消費国 提供国

役務提供者消費者
▲ ●

消費国 提供国

役務提供者

▲△
●消費者

消費国 提供国
消費者

役務提供者

▲△
●消費者

消費国 提供国
消費者

役務提供者

▲ 消費者

消費国 提供国

商業拠点
■ ●

役務提供者

▲ 消費者

消費国 提供国

商業拠点
■ ●

役務提供者

消費者

●

消費国 提供国

自然人

自然人
▲

◆ ◇

役務提供者

消費者

●

消費国 提供国

自然人

自然人
▲

◆ ◇
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５�問題点の整理

　本節�４�に�類した国境を越えて�われる役務提供の中��課税管轄

の問題として��なのは�越境取引���生じる問題�ある�越境取引に

おいては�消費地における課税が成立しない��がある��れにより�消

費税収入を確保�きない��が生じたり�経済的中立�が損なわれたりす

るという問題が生じる�その原因は�課税原則が統一されていない�とに

ある��消費税は消費地において課税されるべき�ある�という基本原則

の観点���課税管轄は仕向地原則�統一される��がある�し�し�役

務提供の形態は多様�あるため��産の��や貸付けのように�仕向地原

則�一律に課税管轄地を判定する�とが困難な��がある��うした�由

により�役務提供の国際取引には�原産地原則と仕向地原則の２�の原則

が併�している��の�整�な２�の原則の��が���課税や�課税と

いう問題を引き起�している31）��後��の�整�が消費税法の抜け穴と

なり�役務の多様化に伴って問題が�刻化してゆく�とが予想される�そ

のため��うした�整�の��策を見�す�とが���の��課題と言え

る�

第３章　EU付加価値税と国境を越える役務提供

第１節　EU付加価値税の概略とVAT Directiveの変遷

　EU（欧州��；The Eur�pean Uni�n）は�その前身のEC（欧州共同

�；The Eur�pean C�mmunities）�来�域�共同市�の創設を目�して

いる��接税において�市�統�を�る目的�単一ルールとなる付加価値

税を導入した�欧州���（Eur�pean C�uncil）は�1967年における付

加 価 値 税 導 入 の � 意 を � � す る た め 同 年 ４ 月11日 に 欧 州 委 員 �

（Eur�pean C�mmissi�n）提案の第１次�第２次��（VAT Directive）

を採択した�
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　第１次��は�域�の共同市�の確立を目的とし�1972年１月１日ま�

に加盟国が既�の�上税（Turn�ver Tax）���消費型付加価値税�あ

る付加価値税（Value A��e� Tax；VAT）に変更する�とを規定した�

第２次��は�付加価値税の構�と手�きを広範囲に�り規定した�の�

ある�第１次�第２次�����EU型付加価値税は��入に�して�次

のような特徴を持っている�とがわ�る�ま���入に��る付加価値税

に対して仕入税�控除を認め�域外�納めた付加価値税は自国�一切控除

を�わないという点�ある�また��入�に�いてはその価値��を課税

対象としている��れは�まり�自国���った消費に対してのみ課税を

�い���国に対して税��を�け�に取引が�きるという�と�ある32）�

�まり�EU型付加価値税は�仕向地原則による課税方式を採�している

の�ある�また第２次����は�サービスの供給地に�いて�仕向地原

則を採�している�とがわ�る33）�

　し�し�第１次�第２次���は十�な付加価値税の運営や管�が�き

な�ったため�1977年に��制度の基礎となる第６次��（Sixth C�uncil 

Directive；Sixth C�uncil Directive �f May 1977 �n the harm�nizati�n 

�f the laws �f the Mem�er States relating t� turn�ver taxes 　 C�mm�n 

system �f value a��e� tax）が��された�第６次��は付加価値税に

�する詳細な規定を�っている�第６次��Article9（1）は�サービスの

供給地を�供給者が��所またはサービスを供給する固定的�設（fixe� 

esta�lishment）を有する�所��それ�がない��は居所地または住所

地�ある�と規定している34）��れは�原産地原則の考え方による�の�

ある��のように�第２次���は仕向地原則�考え�れていた�のが�

第６次���原産地原則へと変更された背景には�サービス取引の多様�

��生じる�供給地�定の困難さがあったと思われる�

　�の第６次��は�長い�EU付加価値税の基礎とされていたが�近年

の経済�況の変化に伴い�2007年１月１日に新��（New VAT Directive；
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C�uncil Directive 2006/112/EC �f 28 N�vem�er 2006 �n the c�mm�n 

system �f value a��e� tax．���New Directive�）が��された�

New Directiveにおけるサービスの供給地の一般原則は�第６次��の規

定と�く同じ�ある35）�また���の供給等に�いては仕向地原則を�サ

ービスの供給に�いては原産地原則を基本原則とし�サービスの供給地の

�外においては仕向地原則を採るという姿勢は��前と同じ�ある�

第２節　ケース・スタディ

１�RAL事件

　RAL�件とは�付加価値税の課税管轄地を変更する�と���前のサ

ービスを供給しなが�納税義務を回避し�付加価値税を納めていないに�

��わ���仕入れに��る税�の還付を求めた英国企�と�英国�税・

消費税庁（HM Cust�ms & Excise）の争い�ある�

（１）　事件の概要36）

　英国企�RAL Lt�37）（���RAL��）は�2000年ま�英国�の自�所

有地とリースの敷地において�自�所有のゲーム��ゲームセンターの運

営��を�っていた�同年８月��11月に�け�同�は�計アドバイザー

の�示に�って組織再編を�い�チャネル諸島ガーンジー38）に RAL

（Channel Islan�s）Lt�39）（���CI��）を設立し�ゲーム�の設置とゲー

ムセンターの運営を始めた40）�CI�は�第６次��に基づき�英国�の�

上げに��る付加価値税を英国に払う��はないと主張した�さ�に第13

次��41）に基づき�英国��グループ��等��供給されているサービス

に��る付加価値税（input VAT��計約240万ポンド≒約４億1064万円）

の還付を英国に求めた�2001年８月28日�英国の課税�局は�の請求を拒

絶 し た� � れ に 対 し RAL グ ル ー プ の CI ��RAL ��Machines �42）�

Services�の４�は�英国の付加価値税審判所（the VAT an� Duties 

Tri�unal, L�n��n）に審査請求を�った�
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　���の争点は�本件サービスの供給が第６次��Article9（1）43）�い

うサービスを供給する｢固定的�設｣��なされ�それが英国�に所�す

る�の�あるの��う�にある�課税�局は��の３点を主張した�ま�

RAL�による組織再編の�大の利点は�付加価値税を納める��なく�

仕入れ税�の還付を受ける�とが�きるという点�次に価���によって

CI�に利益を集中さ��れる点�そしてゲームセンターの運営は�本質

的には英国��われているという点�ある�したがって本件の����の

��は�CI�は英国�に固定的�設（ゲームセンター）を有すると認定

�き�英国における付加価値税の納税義務があるとした�

　また�代替的な主張として��の２点を挙げている�ま��CI�と

Machines�等との契約は私法上有効�あるが�組織再編後��質上RAL

�が本件サービスを供給している�と����の取引の真の目的は�付加

価値税の回避にあるという点�ある�また��の組織再編は仮装にはあた

�ないが�｢法の濫�｣�あるという点�ある��まり�経済的�質にお

いてはRAL�が本件サービスを供給しているため�第13次��に基づく

還付請求は却�されるべき�あると主張した��れに対してRAL�は�

英国の消費者にゲーム�を使�さ�るサービスの供給地はEU域外のガー

ンジー�あり�その�上げに��る付加価値税を英国に支払う��はない

と主張した�

　2002年10月３日�付加価値税審判所は�CI�は英国に固定的�設を有

すると判断�よって英国に付加価値税を納付する義務があるとした�ガー

ンジーがサービスの供給地�あるとするRAL�の主張は��的な結�を

�た�さないとし�英国�のゲームセンターはCI�がそ���本件サー

ビスを供給する固定的�設�あると判断したの�ある44）�CI�は�の�定

を�服として上訴した�

　2003年10月17日�英国の�等法院大法官�（the High C�urt �f Justice

（Englan� & Wales）, Chancery Divisi�n）は��裁定手�きとして�欧
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州司法裁判所に対して第６次��に��る�釈を照�した45）�

（２）　法務官の意見46）

　法務官は�争点となっているArticle9に�いて次のように意見を述べて

いる� Article9（1）47）と同（2）48）の��を検討し�ま�同（2）の�����

を見た上����きない��に�初めて同9（1）の原則に立�返って判断す

るべき�ある�EU域外�設立されたCI�が英国��供給するサービスは

娯楽に�する�の�あり�Article9（2）（c）49）に該�するため�CI�はその

�上げに対する付加価値税を英国に申告納付する義務がある�また同項が

��されない���あって��CI�は英国�の固定的�設を�じてサー

ビスを供給しているの��Article9（1）の�釈��英国に対する納税義務

がある�

図3-1　RALグループの組織再編後の取引図

各社から
サービスの仕入れ

英国

RAL社

Machines社 Services社

CI社

消費者
サービスの提供

［英国］
・RAL社－ゲーム機の設置された敷地のリース権とゲームセンターの営業許可を保有
・Machines社－RAL社から売却されたゲーム機を所有する会社（付加価値税の事業者登録）
・Services 社－従業員による人的役務提供をする会社（付加価値税の事業者登録）
［チャネル諸島・ガーンジー（EU領域外）］
・CI社－ゲームセンターを運営してゲーム機を顧客の利用に供する会社

チャネル諸島
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（３）　欧州司法裁判所の判断50）

　欧州司法裁判所は�本件における活動の主な目的は�スロットマシンを

使�する者の娯楽�ある�とし�原告�が主張するようにRAL�グルー

プの金銭的な利益の追求�はないと主張した51）�さ�に�Article9（2）（c）

は�課税��者�だけ�なく課税��者と��消費者の�における取引に

���される�との判断を示した�

　本件の���活動が物�的に��されている�所は容易に特定�きるの

��同（2）（c）の��は困難�はなく�また�同（2）（c）を��すればサー

ビスの供給地�ある加盟国が付加価値税を課す�とになるの���的な結

�を導くとし�英国の課税権を認めた�

２�Heger Rudi事件

　本件は�ドイツ企�が販�したオーストリア河川の入漁権が���（�

しくは一般的なサービス）に該�するため�ドイツ��供給された��

（�しくは一般的なサービス）と考えるべき��それと��動産に��わ

るサービスとして�所�地�あるオーストリア��供給された�の�ある

�という点に�いて争われた�の�ある�

（１）　事件の概要52）

　ドイツのHeger Ru�i Gm�H53）（���Heger��）は�1997年と98年に

オーストリアのFlyfishing A�venture Gm�H（���Flyfishing��）�

�オーストリア北�に�置するGmun�er Traun川の入漁権を購入し��

れを細�化してEU域�の多数の消費者に販�した54）�購入��Heger�

はFlyfishing�に対して�入漁権の販�価�に加えてオーストリアの付加

価値税（税�20％�ATS152,000≒€11,045）を支払っている�

　1999年12月�Heger�は�付加価値税法上の登録をしていない国�付加

価値税を納付した��の還付手�きを示す第８次��55）に基づき�97年と

98年の入漁権の支払いに��った付加価値税（input VAT）の還付を�
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オーストリアの課税�局に申請した�し�し課税�局は�Heger�がオー

ストリア�付加価値税法上の登録をする義務があったに���わ���れ

を怠っていた�と���還付申請の��がないとして却�した�課税�局

は�Heger���消費者への入漁権の�上げは�第６次��Article9（2）

（a）56）�いう��動産に��わるサービスの供給�に該�するため�その

課税管轄地はオーストリアにあるとした��まり�Heger�がドイツに設

立されている��う�は��なく���動産に��わるサービスの供給は

その�動産の所�地�なされた�の�ある57）�ため�オーストリア�課税

される�のと考え�れる�そのためHeger�は�オーストリア�付加価値

税の��者登録をしなければな���よって第８次��による付加価値税

還付の�件を満たしていないとした�

　一方Heger�は�相�の対価を�ってする入漁権の移動はArticle9（2）

（a）�いう��動産に��わるサービスの供給�に該�しないとした�そ

の結果�Article9（1）によって供給地はドイツとなるため�第８次��に

則り�付加価値税が還付されると主張した�

　 オ ー ス ト リ ア � 等 � 政 裁 判 所（Verwaltungsgerichtsh�f） は�

Flyfishing���Heger�への入漁権の�上げがArticle9（2）（a）�いう�

動産に��わるサービス�ある��う�が�本件の争点だとした��し�

�の入漁権が同（2）（a）�いう��動産に��わるサービス��あるな��

�動産が所�する�所�あるオーストリアが課税管轄地となる�そのため

Heger�は�オーストリア�付加価値税の課税��者の登録をする��が

ある�そして�入漁権の購入に際して支払ったinput VATは�オースト

リア�の付加価値税申告の際�控除される�ととなる��し入漁権が�動

産に��わるサービス�ないな��その取引はArticle9（1）�いう�常の

サービスの供給として�類される�そのときの供給地は���が設立され

ているドイツ�ある58）��の��は�input VATを控除する�わりに第８

次��に�って還付請求が��となる�
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　結局オーストリア�等�政裁判所�は�入漁権がArticle9（2）（a）�いう

�動産に��わるサービス�あるの�そう�ないの�に�いての結�は�

な�った�そのため2005年４月13日�対価を�て�われる入漁権の移動を

伴う釣りをする権利の付与はArticle9（2）（a）�いう��動産に��わるサ

ービスの供給�を構成する��う�に�いて�欧州司法裁判所に照�され

た59）�

図3-2　Hegerケースの関係図

（２）　法務官の意見60）

　法務官は�入漁権の移動はArticle6（1）�いう｢サービスの供給｣を構成

する�の�あるとした� �れは�Article5（3）が�動産��の利益を対物

権として�有形�産�と捉えるのに対し�Article5（1）61）�は�入漁権に

�する�取引を��の供給と捉える�とが�きないため�ある�

　また�争点となっているArticle9（2）（a）に�いて�次のように意見を述

べている��Article9（2）（a）の『�動産に��わる』という表�は��動

産に�するサービスの供給だけ�なく��動産の使�を伴うサービス��

�と考えるべき�ある�し�し�����されている同（2）（a）の文脈はそ

れを反映していない��まり�同（2）（a）の文言は��動産に��わる�産

入漁権の販売

入漁権の仕入れ
+VAT20％

Heger社 Flyfishing社

消費者 別の加盟国

ドイツ オーストリア

入漁権の販売

入漁権の仕入れ
+VAT20％

Heger社 Flyfishing社

消費者 別の加盟国

ドイツ オーストリア
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の使�を���いない��そして�Article9（2）（a）は�動産に��わるサ

ービスに�いての概�を明確に定義付ける�の�はないが�法的安定�の

ために�共同��においては統一した意味�考え�れるべき�あるとして

いる�

　法務官は�Article9（2）（a）を広義に�釈する�とはEU域�のサービス

供給者に相�な��を�ける�とになり�狭義に�釈する�と�単一市�

の統�と自由な移動が促�されると述べている��まり�同（2）（a）の��

�わる�という文言に�いては広範な�釈をするべき�はなく�狭く�釈

されるべき�あるとした�そして�本件における対価を�て�われる入漁

権の移動を伴う�釣りをする権利の移動は�同（2）（a）の�動産に��わる

サービスの供給を構成しないという意見を示した�

（３）　欧州司法裁判所の判断62）

　欧州司法裁判所は�対価を�て�われる入漁権の移動を伴う�釣りをす

る権利の移動は�第６次��Article9（2）（a）が示す�動産に��わるサー

ビスの供給を構成するとの判断を示した�本件�問題とされている入漁権

の�初の取引（Flyfishing���Heger�への�上げ）が�Article9（2）

（a）�いう�動産に��わるサービスの供給とみなされるには�ま��そ

の入漁権の移動がサービスの供給を構成し�入漁許�証に��わる川の範

囲が��動産�として�類される��がある�法務官が��したように�

オーストリア�はArticle5（3）63）の考え方を取り入れていないの����

�問題とされる�対価を�て�われる入漁権の移動は�Article5（1）�い

う�産の��として�類する�とが�きない�そのため�の入漁権の移動

は�Article6（1）�いうサービスの供給に該�する�また��動産�とは�

地球の表面のある一��に帰属する�のとし�普遍的に区切�れた土地の

一�はたとえ水面�にあって��動産として�類されるという�とを示し

た��本件入漁権は�本件河川と入漁許�証に記載された河川の範囲�の

み�使される�それゆえ水その�のの範囲は入漁権�そしてそれに対応す
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る入漁権の移動の構成��を�り上げる�本件�問題とされるサービスの

供給は�産の使�権の移動�ある���本件における河川はサービスの供

給の中�的��基本的な��を構成している�したがって�Heger���

供給されたサービスはArticle9（2）（a）�いう『�動産に��わる』�の�

ある�とした��まりHeger�が�買した入漁権に��わる河川の一��

は�Article9（2）（a）�いう�動産とみなされるとしたの�ある64）�

　その結果�Heger�の入漁権の�上げはオーストリアに属する�動産に

��わる取引�あり�Heger�はオーストリア�付加価値税の��者登録

を申告する義務があるとした�

３�二つの事件の考察

　�の��の�件は�付加価値税が抱える課税管轄地の判定に�する問題

に�いて争われた�の�ある�その問題とは�サービスの供給地と��の

供給地の判定基準（課税管轄地の判定基準）が統一されていない�とと�

サービスの供給地の判定において�原産地原則と仕向地原則という��の

原則が併�しているという�と���課税管轄地の判定に�いて�課税上

の�具�が生じているという�と�ある�RAL�件は��うした課税制

度の�具�（課税管轄地の判定原則の�一致）が国際的租税回避という�

大な課税問題を引き起�す�とを示唆している65）�またVAT Directiveに

おけるサービスの供給地に�する規定は複雑�曖昧�あり�RAL�件の

ような国際的租税回避スキームを構築する余地を与えてしまっている�と

�示している66）�Heger�件は����取り扱われている入漁権が��に

該�するの�サービスに該�するの��その�釈によって供給地が変わ

り�課税管轄地�変わるため�課税管轄地が容易に判断�きないEUの

VAT Directiveは税務執�上の混乱を招く�とを示している�

　�と�とEUにおけるサービスの供給地は���の供給地と同様に�そ

のサービスが供給された�所（消費地）とされていた�し�し�消費地を
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画一的に課税地と�める�とは多様なサービス取引の�質に上手く��し

な�ったため�サービスの供給地（課税地）は�供給者が所�する�所

（原産地原則）�あるという規定が設け�れたの�ある67）�またEUがサ

ービスの供給地に�いて原産地原則を採�した�由には��務処�の�便

�や�経済共同�の構築を目�すという特殊な�情が��している�統一

市�を目�すEUにおいては仕向地原則��原産地原則���その�た�

す課税の結果は同じ�あると考え�れる���ある�付加価値税（消費

税）の課税原則に�えば�サービス取引において�仕向地原則�課税され

るべき�ある�し�し�サービスの種類は多様�あり�その�質�様々な

の��消費地を特定する�とが困難となる���ある�そのため��務処

�の�便�が考慮され�サービス取引においては原産地原則が採�れたと

考え�れる�し�し��うした�とが課税管轄地の判定の複雑さや�租税

回避の余地を与える�統一された課税管轄の判定基準がない��の課税制

度��生じる課税の�均衡は�付加価値税の執�上を複雑にし�その結

果�前述の�案のような問題を�た�す�ととなる�

第３節　EUの取り組み

　本章の第２節�見たように�税務執�上の混乱�国際的租税回避な�の

課税問題の発生を防ぐため�EU�はサービスの供給地の原則を付加価値

税本来の考え方�ある仕向地原則に統一する動きがある68）�その起源は�

欧州委員�の税制・�税同盟総局（Taxati�n an� Cust�ms Uni�n DG）

によって2003年５月に着手された協�プロセス�ある69）�サービスの供給

地のルール変更の背景には�グローバリゼーション�規制緩和�技術革新

による経済�況の変化がある��れ�はEU域�市�におけるサービス取

引の形式に大きな変化を�た�した�遠く離れた�所��サービスを供給

する�と（遠隔�信や電子�取引）が��になり���所の設立地を選択

する�と�税��の軽減を�る（恣意�の介入）という�タックスプラン
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ニングが見�れるようになった�

　�うした変化への対応策として欧州委員�が提案したのは�リバースチ

ャ ー ジ と ワ ン ス ト ッ プ 制 度 � あ る70）� リ バ ー ス チ ャ ー ジ（Reverse 

charge）とは�仕入れ（�入）をした��者が消費税を納付する仕組み

の�と���仕入れ税�と�呼ばれる�リバースチャージは�EU�国境を

またぐサービスB t� B取引をする際に取り入れ�れている制度�ある�B 

t� B取引において�仕入れをする��者が付加価値税の課税��者�あれ

ば�課税上の問題は生じない��れは��し�のような取引に付加価値税

が課されなければ�EUの付加価値税の制度上�仕入れをする��者は自

�の取引に�いて前��税�控除を受け�れないため�ある��のためB 

t� B取引に�しては���のシステムのまま�課税��が��していると

いえる�だが�EUの多くの国�はリバースチャージが導入されている�

それはリバースチャージの持��いく��の利点に起因する�リバースチ

ャージは��税��者が�入するサービスに対して付加価値税を課したい

と考える国にとって有�な制度�ある�また�サービスを供給する国�外

の��者�の�争条件を均等化するという利点�ある�そして�課税�局

が国境をまたぐサービス取引を把握�きるという利点�挙げ�れる71）�た

だし�リバースチャージはB t� B取引に�いて�い�れる制度�あるた

め�B t� C取引に�しては��しない�そ��B t� C取引に有効なシス

テムとして�ワンストップ制度（�ne-st�p-sh�p）が提案された�ワンス

トップ制度とは�ある加盟国に所�する�者が別の加盟国に��やサービ

スを�国境を越えて供給する��の付加価値税の遵守義務を��化するた

めに�2004年10月29日に提案された�の�ある72）�その特徴として�EU

�土に�る活動に��る付加価値税の納付義務を果たす�とが�単に�き

るという利点が挙げ�れる��の制度�は���者がEU�土���やサ

ービスを供給する��に�１�のVAT��者番号を使�する�とと�１

ヶ所の電子窓口�付加価値税の申告をする�とが認め�れる�申告書は�
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その��者が��やサービスを供給する別の加盟国に自動的に提�され

る�し�し納付に�しては���者は�付加価値税が課される加盟国に直

接納付しなければな�ない��の制度はEU域�の��者だけ�なく�域

外の��者に���の選択権を与えている�

　リバースチャージやワンストップ制度が導入されて����EUはその

��に�いてさ�に��を�ねている�EUにおける�うした取り組み

は�付加価値税制度を円滑に��さ�るための新たな試みといえる�EU

と日本�は経済背景が�なるため�EUの制度をそのままわが国の制度と

して採�する�とは�きないが���的に取り入れる�とは���ある�

�えば�国外の��者が日本の消費者に対して役務を提供する��に�

EUのワンストップ制度における��者登録のような仕組みを��する�

と�ある�また�次章�示すような�リバースチャージを手本とした新し

い制度の構築�考え�れる�EUの制度をより�く研究する�とは�日本

の課税制度を考える上��大いに参考になるだろう�

第４章　日本における望ましい消費課税のあり方

　消費税の課税の��に�うと�課税管轄地は仕向地原則�考えるべき�

ある�し�し�国境を越える役務提供における課税管轄地の判定に�いて

は�仕向地原則と原産地原則を併�する国�み�れる�そうした各国�に

おける管轄基準の違い����のような課税問題が生じる�に�いて�主

にEUの��を��してきた�

　EUの付加価値税における課税管轄地（供給地）の判定の一般原則は仕

向地原則�あり�サービス取引において�仕向地原則の��が試み�れ

た�し�し�サービス取引の供給地を画一的に規定する�とは困難�ある

ため�仕向地原則と原産地原則を併�している国�ある�その結果�税務

執�上の混乱や国際的租税回避が生じ�付加価値税制度の�効�が損なわ
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れた�そ���サービス取引の多様�を斟酌し���課税制度が円滑に�

�するように�仕向地原則による再構成が提案されている��うしたEU

の変遷に照�し�わが国における課税管轄の問題を��するための制度構

築を考えると�国境を越える役務提供に対する消費課税は73）��仕向地原

則による再構成�と�非居住者に対する申告納税制度の導入�を柱とする

課税制度が望ましい�また�より厳密に仕向地原則を徹底さ�るには��

�の��方式���インボイス方式への転換�が���ある74）�

第１節　��地原則による再構成

　消費税の課税は仕向地原則�なされるべき�ある��れは��消費地に

おける課税�という消費税の課税原則を根拠とする�役務提供に�いて

���の原則は同じ�あると考える�役務提供の消費�点はその提供�点

�ある�と���消費税は役務の提供地において課税されるべき�ある�

また�仕向地原則は国際的�争の中立�という観点��見て��課税原則

として�している�国境を越えた経済圏が形成されるようになり�国際取

引が盛�になっている�日�消費税（付加価値税）は所�課税と同じよう

に�世界的効�（w�rl� efficiency）を基礎とする課税方式�なければな

�ない�世界的効�とは�企�活動に対する租税中立�とほぼ同義�あ

り��本�労働���の移動に対する租税の中立�を意味する75）�

　仕向地原則による国境税調整を�う�と��国産�と�入�は等しく取

り扱われるため�世界的効�が維持�きる�国境税調整の��的根拠は�

経済的観点��の貿易中立��あり��務的観点��の�易�にある��

まり国境税調整は�特定の租税構�に貿易上の利益を与える�とによっ

て�国�の税制に影響を与えない�のが望ましく���が容易��正確�

ある�とが求め�れるという�と�ある76）�仕向地原則を��すると�そ

の国境税調整の役割を上手く果たす�とが�きる�仕向地原則を徹底さ�

る具�的な方法は�役務の提供地の見直し�ある�すなわ����は提供
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者の�務所等の所�地�判定（原産地原則）されている�外を�仕向地原

則に置き換えるの�ある��えば��情報の提供または設計�の提供地

は�情報の提供を受けた者の所�地とし��生産設備等の建設または���

の提供地は�生産設備等が建設または��された�所とする��のよう

に�消費税法に規定されている提供地判定の�外77）をすべて仕向地原則に

置き換えるの�ある�

　その具��として�第２章第４節の１�示した税務サービスを提供する

��を考える�税務サービスの提供者が日本に居住�顧客（消費者）が国

外に居住している���仕向地原則によると�その提供地は顧客が所�す

る国（国外）となり�日本に課税管轄権はない78）��れとは逆に�税務サ

ービスの提供者が国外に居住�顧客が日本に居住する���顧客が所�す

る日本が提供地となり�日本が課税管轄権を有する��のように�仕向地

原則�提供地を判定する�と���際に消費が�われた�所�課税管轄権

が守�れる�とになる��れは�本来の消費税の課税の考え方に沿ってい

ると言える�おそ�く�提供地の判定において仕向地原則を徹底さ�る�

とは�単�ある�問題は�その��に課税制度が上手く��する��う�

という�と�ある�

第２節　非居住者に対する申告納税制度の導入

　提供地の判定を仕向地原則�再構成する�とは容易だが�それは税務執

�上の混乱を招くおそれがある�国境を越える役務提供において�消費者

が日本に居住し�提供者が国外に居住する���仕向地原則を徹底する

と�消費者の所�する日本が課税管轄権を持��とになる���の消費税

法は�居住者と非居住者の納税義務を区別していない�そのため�非居住

者�ある��者が日本の消費税の申告納税義務を�う�と�考え�れる�

し�し�非居住者が日本の消費税を徴収�納付する�とは�務的に煩雑�

あり��極的に申告納税が�われる�とはない�あろう�その改善策とし
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て��非居住者に対する申告納税制度�として�リバースチャージに類似

する課税方式を提案する�

　国境を越える役務提供において�日本に居住する消費者（�の��B t� 

Bとする）が非居住者�ある提供者��役務提供を受けるとき�本来な�

ば�提供者が�う日本の消費税の申告納付義務を��の制度によって消費

者が果たす�とになる�表4-1は�その取引における消費税�の�れを表

している���制度�国外の��者��情報の提供に該�する役務を受け

た���その取引の金�（円換�後の金�を仮に200円とおく）には消費

税は�まれない79）�その後�その役務を元に日本国�の消費者に役務を提

供した���その�上げには消費税が��る（�上げを400円とすると�

消費税は20円�ある）�取引が�れだけだとすると�仕入れに��る消費

税はないため�申告納付する消費税は�上げに��る20円�ある��れ

を�提供地をすべて仕向地原則�判定し�仕入れをした�者がその提供者

の�上げに��る消費税を申告納付する制度（非居住者に対する申告納税

制度）にした��の消費者（仕入れ�者）の納付税�を考えてみる�ま

��国外の提供者が日本の消費者Aに役務提供をする���日本の消費税

を�めた金�（200円に消費税�10円を足した210円）を請求する�消費

者Aは�の提供者に仕入れ金�を支払う際に�消費税�を引いた代金（200

円）を支払う��の提供者が受け取る金�は��前と同じ�ある�消費者

Aは��の提供者の�上げに��る消費税�10円を日本の課税庁に申告納

付する�その後�消費者Aが�の国外の提供者��の役務を元に�国�の

消費者Bに対して役務を提供し�それ�取引が�了する���消費者Aは

�上げに��る消費税20円���国外の提供者��の仕入れ�に納付した

消費税10円を差し引いた�差�の10円を納付する�消費者Aが納付する税

�の�計は���制度と同じ20円�ある��の制度の導入によって�仕向

地原則を徹底さ�なが�税務執�上の問題を���きる�また�役務を提

供する国�外の��者�における�争条件を均等化する�とが�きるた
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め�租税の中立��維持�きる��れは�非居住者に対する新たな申告納

税制度の創設�あるが�日本の消費税制度を円滑に�めるための試み�あ

ると�言える�ただし�前述の�り��れはB t� B取引に対して��す

る制度�あり�B t� C取引には対応�きないという欠点がある�

表4-1　取引にかかる消費税額と納付税額の具体例
（単�：円）

取引の金� 消費税�

��制度

新制度を
採�した

��

第３節　インボイス方式への転換と国際取引

　仕向地原則を徹底さ��消費税制度をより円滑に��さ�るためには�

��採�されている��方式による仕入れ税�控除方法を�インボイス方

式に転換する��がある�

　日本の��方式による付加価値税の構�は��インボイス型の��のよ

うな個別取引に対する課税�はなく�一定期�の収益に対応する�上�が

基礎となるため�所�課税��いる概�との共��が見�れ��計上��

既�の��に大きく依�しうる�80）��まり�仕入れ控除の対象となる項

目の認定基準に�いて�すべて�はないが�所�課税における��経費の

ルールを利��きる一方�所�税制度の抱える問題を引き�ぐ�とに�な

①仕入れ→ 200 400 ←②売上げ①仕入れ→ 200 400 ←②売上げ

①仕入れに係る
　消費税なし→

20

20

←③納付する消費税

←②売上げに係る
　　消費税0①仕入れに係る

　消費税なし→

20

20

←③納付する消費税

←②売上げに係る
　　消費税0

400①仕入れ→ 200 ←②売上げ400①仕入れ→ 200 ←②売上げ

①仕入れに係る
　消費税→

←①' 提供者が納付
　　 すべき消費税

20 ←②売上げに係る　　消費税

20 ←③納付する消費税

1010①仕入れに係る
　消費税→

←①' 提供者が納付
　　 すべき消費税

20 ←②売上げに係る　　消費税

20 ←③納付する消費税

1010
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る�また���方式はインボイス方式の�のより�価�移転が�確��あ

るとされる�それは���方式�は税�が個別取引ごとに計�され��年

度末ま���税�が定ま�ない���ある�そのため���方式による消

費税の課税は�法人税に接近するという批判が�てくる81）�さ�に���

方式は国際取引において��特に��な問題を���いる�仕向地原則に

よる国境税調整����税を�う��には���の前��ま��上の還付

がなされるおそれがある�日本の��方式による税�控除の形態は�前�

�の税金が��に控除されるとは限�ない���によっては�多めに控除

が認め�れる�とに�なる�さ�に����になると���的には�ま�

��った��の��の税金が控除される���方式�は�上げと仕入れの

個別対応は難しいの���うした過大な還付に�ながる�国際取引�は�

���税を正確に�うために�インボイスの���はますます�まってく

る82）�インボイス方式の���一�の取引が�ながった�態�あり�税�

は��小�価�に依�するため��のような���は生じないとされてい

る�����ま�の税金を正確に�除するためには�インボイス�前��

の税�が控除される仕組みが���ある83）�インボイス方式は��者��

前��の税金をインボイス（送り�）という形�送付する�取引は鎖型に

�ながってゆき�前��の税金を控除するという仕組み��結する84）�そ

のため�前��の税金を正確に控除�きる�消費税において前��の税金

を正確に控除する�とが��なのは�消費税の��は��消費者に帰着す

る�とが予定されているため�税の転嫁を円滑に�う�とが�求される�

��ある85）��し転嫁�きなければ�消費税の本来の目的に�致しない�

とになる�したがって�消費税の仕組みは税の転嫁を確���容易にする

ように工夫されねばな�ない�インボイス方式の�と�は��り手と買い

手の双方にとって税の意識は明確�あり�販�価�の引き上げ（消費税�

の転嫁）�容易�ある86）�インボイス方式は��方式に比べて転嫁の容易

さと確�さを持�の�ある���方式による税�控除は�課税標準が包括
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的�あるため�単一税�の��にのみ�正に��する�し�し�経済�況

の変化に伴い��後わが国�消費税の改革（�えば課税対象外を多く設け

たり�複数税�を��したりする�と）が�め�れるな�ば�取引ごとに

計�されるインボイスの���はますます�まる���方式�は�インボ

イス方式におけるような��者�の鎖による相互牽制��が働�ないた

め�税�が正確に移転���消費税制度が上手く��しない���ある�

��方式は�国際取引において多くの問題を���いる��後�日本の消

費税において��方式��インボイス方式へ転換する�とは�消費税制度

をより円滑に��さ�る�とに�ながると考える�

おわりに

　国境を越える役務提供に対しては���の消費税課税方式が上手く��

しない�わが国において��の問題は第２章��じた�り�国際取引にお

いて顕著となる�国�の消費者が国外の提供者��役務を受ける国際取引

の���その消費者が日本国�において役務を受けたに���わ���役

務提供が�われた�所（日本）�課税されない��れは��消費地におけ

る課税�という消費税の課税原則に反する��際に消費があった�所�消

費税収入を確保�き��また�国�外の��者�に優劣が生じるという点

��経済的中立�に�影響を与える�さ�に国境を越える役務提供は�税

�を利�しない取引�あるため�その取引の捕捉が困難�あり�課税�れ

が生じるおそれ�ある�

　国境を越える役務提供はますます増える傾向にあり��うした問題はさ

�に顕著となる�とが予想されるが�日本の消費税法�は��うした�態

に対する規定が�十��ある�その点�付加価値税の��国�あるEU

は�原則としてEU域�の問題を中�とする�の�はあるが�国境を越え

る役務提供の課税管轄に�する問題の対処に�いて�わが国より���だ
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経験を持��そ���EUの問題��の�れを��し�消費税の課税の本

来の考え方に立�返り�仕向地原則を徹底さ�る��があるという結�に

至った�わが国における役務提供に対する望ましい消費課税のあり方とし

て提案したのは��仕向地原則による再構成�と�非居住者に対する申告

制度の導入�を柱とする課税制度�ある��の提案�由は���の２点�

ある�第１に�課税管轄地の判定基準を仕向地原則�再構成する�とは�

消費税の課税原則に�致するため�あり�第２に�仕向地原則による再構

成は�非居住者に対する申告制度を創設して�そ�より��的に��する

���ある�また�仕向地原則による再構成をした���消費税制度をよ

り円滑に��さ�るために�付加価値の�定方法を��の��方式��イ

ンボイス方式へ転換する�とに�いて�提案した��れ�の制度構築によ

って�わが国�起�る問題は�����ある�とを本�文�明��にして

いる�

　し�し�残された課題として�国との課税管轄の調整がある�わが国に

限���消費税の課税管轄を確保する�とは��後ますます��となるだ

ろう�各国が国際的な役務提供に対して自国の課税権を主張すれば�租税

�争が激化する�また�サービス産�の細�化に伴い�国境を越える役務

提供が一層増加する�とを考えると�課税管轄に�するグローバルな租税

調和に向けた協�を�める�とが��となる�国�法の整備を�めなが

���国との協�を�めて�く�とが�後の命題�ある�
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【脚　　注】
１）水野�1989（a）�p.174.
２）同�p.173.
３）同�p.175.
４）�1-1や第３章における�サービスの供給�は�EUのVAT New Directive, Article14, 

24の定義に�い�有形�産の所有権の移動�外の取引�とする��まり�産の貸付け��
み�日本の消費税法における�役務の提供�とは多少�なる意味�いを持��また�消費
税法�は�役務の提供�というように�提供�という語が�い�れているが�EUのVAT 
Directive�は�供給（supply）�という語が�い�れているため�本�文�は文脈に沿っ
て両者を使い�けている�

５）�れは��消費地における課税�という消費課税の原則を明確にするため�あるとされ
る�（A. Schenk an� O. Ol�man, 2007, p.183.）

６）ただし�サービスの供給地を原産地原則�判定する国���外的に仕向地原則による判
定を規定している�また�デンマークのサービスの供給地に�いては�サービス供給者の
��所の所�地�恒久的�設�居住地�とする原産地原則的な考え方と�デンマーク��
われるサービスの供給に対して課税�するという仕向地原則的な考え方の両方が原則とな
っているため�原産地原則と仕向地原則の中�にあるという�とを�示している�

７）役務提供（サービスの供給）の形態は多様�あるため��産の��や貸付けと同じよう
に仕向地原則�一律に課税管轄を判定する�とが困難な��が生じる�そのため�仕向地
原則だけ�なく原産地原則を取り入れる�と�課税管轄を守ろうとしていると考え�れ
る�また�徴税の��化を�る目的�原産地原則を採�していると�考え�れる�

８）�国�保護のために�入�に対して課徴金等を課す�とを認める規定�
９）�入�に対して�国�と平等に課税する�とを定める�国民待遇の規定�
10）水野�1990�p.55.
11）同�p.55.
12）補助金に�する規定�あるGATT第16条において����税と国境税調整を承認する

旨が定め�れている�
13）Clara K. Sullivan, 1965, p.31.
14）2002年のデータ（経済産�省�2006�p.33.より）�
15）日本の消費税法�は取引を三�類しているが�EUやWTOにおける�サービスの供給�

は�産の貸付けを���おり�日本の法人税法において�課税取引は��産の���と
�役務の提供�の��類���役務の提供�に��産の貸付け�を���本�文�は�消
費税法に規定する�役務の提供�に焦点をあて課税問題を�じている�

16）国�取引は�消費税法第４条第１項に規定されている��産の��等とは����とし
て対価を�て�われる�産の��およ�貸付け並�に役務の提供をいう�（消費税法第２
条第１項第８号）�

17）消費税法第４条第２項�
18）同第３項第１号�
19）同第２号�
20）ただし�国�取引に該�し�の課税�件を満たす�ののう�一定の�の（消費税法第７
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条）に�いては���税の規定があり消費税は�除される�ととなる�
21）���掲げる�保険�とは�保険料を対価とする役務の提供のう��その役務の提供に

��る�務に�する費�の�に相�する��を�し�将来の保障に対する対価として受け
取る�しくは支払う保険料（非課税）は�まれない�（消費税法第６条第１項�別表第１
の３�消費税法���第10条第２項）�

22）生産設備等とは�専門的な科学技術に�する知識を��とする調査�企画�立案�助
言�監督または検査に��る役務の提供�建物または構築物�鉱工�生産�設�発電およ
�送電�設�鉄道�道路�港湾設備その�の運��設または漁�生産�設等をいう（消費
税法���第６条第２項第６号）�

23）�務所等とは��務所���所その��れ�に準�る�のを言う（消費税法���第６
条第１項第２号）�

24）ただし�国際�送�国際�信�国際郵便に�いては��発地�発送地�発信地�差�地
が日本国�にある�と���国�取引に該�して���的な役務の提供地は日本国外�あ
ると考えるため���税とされる��れは仕向地原則による考え方�ある�

25）経済産�省��政策局編『2007年版�公正貿易報告書』は�第２�第11章�GATS（サ
ービス貿易に�する一般協定；General Agreement �n Tra�e in Services）が定義する
�サービス貿易�の４態様を示している�GATSにおける�サービス�は�人的な役務提
供だけ�なく�無形�産を使�許諾さ�る�とや��産の貸付けを���いる�そのた
め�消費税法における�役務の提供�とは��し�一致しない�本章�は��国境を越え
る役務提供�の４態様を表す�のとして�表2-2を�成している�

26）消費税法���第６条第２項第５号�
27）提供国において���税の規定があれば��うした問題が起�り�る�
28）ただし�消費国においてその税務サービス（役務の提供）に対して課税がされなけれ

ば�日本が消費国�ある��と同じような問題が�の��の消費国において生じる�とと
なる�

29）消費税法第７条�消費税法���第17条第２項第７号�
30）なお��務所等の判定基準を明確にするために�その定義を明文化（�えば所�課税に

おけるPE概�の導入な�）しておくと�課税の根拠として有効�あると思われる�
31）Vict�r, Thur�nyi, 1996, p.171.
32）監査法人トーマツ�2002�p.36.
33）COM（2003） 822 final, p.2. 第２次��のArticle6（3）は�サービスの供給地に�いて�そ

のサービスが供給された�所�ある旨を定めている�
34）Sixth C�uncil Directive �f May 1977 �n the harm�nizati�n �f the laws �f the Mem�er 

States relating t� turn�ver taxes 　 C�mm�n system �f value a��e� tax, Article9（1）.
35）C�uncil Directive 2006/112/EC �f 28 N�vem�er 2006 �n the c�mm�n system �f value 

a��e� tax, Article43.
36）Case C-452/03 RAL （Channel Islands） Ltd, RAL Ltd, RAL Services Ltd, RAL 

Machines Ltd v Commissioners of Customs & Excise, 2005. �容に�いては藤本（2006）
とRita, De, La, Feria（2005）を参考にした�藤本はその�文��RAL�件を国際的租税
回避の典型と捉えており�日本において�同様の国際的租税回避が起�りうる�とに言及
している�し�し�藤本�文は�国際的租税回避として認定された��の課税�局の法的
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�釈に焦点を�てており�国際的租税回避の発生の�とになる課税問題の��策に�いて
詳しく扱う�の�ないという点�本�文とは�なる�

37）RAL�は�ゲーム�を設置する�所の賃借権と�ゲームセンター運営の�許を持って
いる�組織再編�賃借した土地の上にゲーム�を設置し�運営する権利をCI�に移�し
た後�ゲームセンターの維持管�等を�っていた�

38）チャネル諸島（Channel Islan�s）は�マン島（Isle �f Man）とと�に王領植民地�あ
り���王国の一��はない�また�EUの一���ない��れ�の島は独自の立法��
と法律制度を持��ほぼ自治制を取っている�英国政府は�れ�の島の防衛と外交に�し
て責任を�っている（英国大使館WEBサイトより）�

39）３人の非常勤役員と２人の常勤スタッフ�構成され�取締役��そ��開催される�
RAL��Machines��Services�と一�の�務契約を締結している�CI�の活動は�
Machines�の所有するゲーム�のライセンスとRAL�の所有する�産の使�権を許諾さ
れ成り立っていた�ゲームセンターの運営にあたっては�その日常�務の大�をServices
�に�請けに�していた�CI�が�際に�った�務は��計�務だけ�あった�

40）�3-1参照�
41）加盟国�外の第三国の居住者に�還付手�きの範囲を広げた�の�ある�
42）Machines�は�ゲーム�を運営する�許だけ�なく�交換された�械�RALグループ

�使�されるアクセサリーやスペア��な�を��すべてのゲーム�を所有していた�
CI�とのリース契約によると�Machines�は�すべてのゲーム�の提供に責任を持��
それ�のメンテナンスを�っていた�

43）New Directive, Article43と対応�
44）一方�法の濫�により税法上はCI��はなくRAL�がサービスを提供しているとみな

すべき�あるという課税�局の代替的主張に�いては�否定的な考え方をした�グループ
の再編は確�に租税回避の目的��われた�の�あるが�私法上はCI�の�上げとなっ
ており�RAL�が直接客にサービスを提供しているとは考え�れないとしたの�ある�

45）OJ C 7, 2004.1.10, pp.21-22.
46）Opini�n �f A�v�cate General POIARES MADURO �elivere� �n 27 January 2005 Case 

C-452/03 RAL （Channel Islands） Ltd, RAL Ltd, RAL Services Ltd, RAL Machines Ltd 
v Commissioners of Customs & Excise.

47）サービス取引はその供給地�課税される�とを規定している�供給地は原則として�①
サービスの供給者による��設立地又は②サービスを供給した固定的�設の所�地�あ
り�③�れ�がない��にはその供給者の住所又は居所地�あると規定している�

48）一定の類型のサービスに�いて�サービスの供給地の�外を定めている�
49）文化・芸術・スポーツ・科学・教育・娯楽又は�れ�に類する活動に�いては�それ�

が�際に�われた�所がサービスの供給地�あると規定している�
50）Ju�gment �f the C�urt （First Cham�er） �f 12 May 2005 Case C-452/03 RAL （Channel 

Islands） Ltd and Others v Commissioners of Customs and Excise.
51）�し�本件サービスがRAL�の金銭的な利益の追求�あると考えるな��Article9（2）
（c）には該�しない�ととなり�供給地はガーンジーになるとRAL�は主張した�

52）Case C-166/05 Heger Rudi GmbH v Finanzamt Graz-Stadt, 2006.
53）ドイツに所�し�オーストリアには営�所を持たない�
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54）�3-2参照�
55）Eighth C�uncil Directive 79/1072/EEC �f ６ Decem�er 1979 �n the harm�nizati�n �f 

the laws �f the Mem�er States relating t� turn�ver taxes 　 Arrangements f�r the 
refun� �f value a��e� tax t� taxa�le pers�ns n�t esta�lishe� in the territ�ry �f the 
c�untry, OJ L 331, 1979.12.27, pp.11-19.

56）New Directive, Article45に対応�
57）Sixth C�uncil Directive �f May 1977 �n the harm�nizati�n �f the laws �f the Mem�er 

States relating t� turn�ver taxes 　 C�mm�n system �f value a��e� tax, Article9（1）（a）.
58）Article9（1）�サービスの供給地を供給者の�務所等の所�地としているため�
59）OJ C 143, 2005.6.11, p.28.
60）Opini�n �f A�v�cate General SHARPSTON �elivere� �n 7 March 2006 Case C-166/05 

Heger Rudi GmbH v Finanzamt Graz-Stadt.
61）｢��の供給｣を�所有者として有形�産を処�する権利の移動�と定義している�
62）Ju�gment �f the C�urt （Thir� Cham�er） �f 7 Septem�er 2006 Case C-166/05 Heger 

Rudi GmbH v Finanzamt Graz-Stadt.
63）｢有形�産｣には��動産に��る特定の利益���所有者に�動産の使�権を与える権

利���まれる�のとみなすと規定している�
64）Hegerケース�は�法務官の意見と裁判所の判断が一致していないが�法務官は裁判所

の判断と一致した意見を述べなければな�ない�の�はない�法務官の意見は��該�件
に�し�公正��独立した立���の法的判断を示した�の��欧州司法裁判所の判断が
一方に偏するのを防ぐという点���な意味を持�（島田��2004�p.85より）�

65）Rita, De, La, Feria, 2005, p.394.
66）I�. 2005, p.400.
67）COM（2003） 822 final, p.2.
68）Pr�p�sal f�r a C�uncil Directive amen�ing Directive 77/388/EEC as regar�s the place 

�f supply �f services （COM（2003） 822 final）, an� amen�e� pr�p�sal f�r a C�uncil 
Directive amen�ing Directive 77/388/EEC as regar�s the place �f supply �f services 

（COM（2005） 334 final）.
69）Opini�n �f A�v�cate General SHARPSTON �elivere� �n 7 March 2006 Case C-166/05 

Heger Rudi GmbH v Finanzamt Graz-Stadt.
70）IP/03/1808 an� IP/05/997.
71）�辺�2001�p.85.
72）COM（2004） 728 final.
73）国境を越える役務提供の課税管轄地に�する問題は�越境取引において起�るという�

とを第２章第４節の５�述べた�越境取引は役務その�のが電子手�を�じて越境する取
引�あると考え�れるの��電子�取引として捉える�とが�きる�し�し�����じ
る消費税の課税のあり方は越境取引を�めたすべての役務提供を対象としている�そのた
め本�文�は電子�取引のみを対象とした課税のあり方を考察する�の�はない�

74）日本の消費税制度にインボイス方式を導入する試みの第一歩として�平成13年３月１日
より�仕入れ税�控除をするための��およ�請求書等の保�（消費税法第30条第７項）�
が��されているが�EU諸国���されているような�より厳密なインボイス方式がわ
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が国に��求される�
75）村井�2002�p.234.
76）OECD, 1968＝1970, p.65.
77）第２章の表2-1参照�
78）ただし��法において��の��の取引は国�取引に該�し���税となるため�情報

を受ける者が日本の消費課税を受けないという結果は同じ�ある�
79）情報の提供の提供地は�その情報提供者の所�地�ある��の���情報提供者は日本

国外に居住しているため提供地は国外という�とになり�よって日本の消費税の課税対象
とはな�ない�

80）水野�1989（a）�p.57.
81）同�p.58.
82）同�1997�p.142.
83）同�p.140.
84）同�p.141.
85）宮島編�1995�p.94.
86）同�1995�p.94.
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